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1．はじめに

評価制度のなかでも，被評価者の順位にもとづき一定額の報酬を支払う制

度のことをトーナメント（tournament）と呼ぶ。トーナメント制度は，業

績の絶対値を測定することが難しい場合に採用されることが多い。一般に，

誰がどれだけ頑張ったかという絶対値に比べて，誰が一番優れているかとい

う相対値は測定が容易であり，客観的であるとみなされやすい（Lazear and

Gibbs 2017）。こうした測定コストの低さから，トーナメント制度は実務に

広く受け入れられてきた。

トーナメント制度にはいくつかの問題点も存在する。代表的な問題点の一

つが，不均質コンテスト（heterogeneous contestants）である（Lazear and

Rosen 1981）。不均質コンテストは，トーナメント参加者の能力が不均質，

すなわち能力の高い参加者と低い参加者が混在するときに生じる。トーナメ

ント参加者の能力が不均質である状況おいて，能力の低い参加者はトーナメ

ントに勝利できる可能性が低いため，十分な努力を行わない。一方，能力の

高い参加者は，競争相手である能力の低い参加者が十分な努力を行わないな

らば，自身は十分な努力をしなくてもトーナメントに勝利することができる。
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こうした意思決定の相互作用の結果，両参加者の努力を引き出せなくなる不

均質コンテストの問題が生じる。こうしたトーナメント制度におけるモチ

ベーションの低下は意欲喪失効果（discouragement effect）とも呼ばれてい

る（Llorente-Saguer et al. 2023）。

不均質コンテストは，企業内の評価制度にトーナメント制度を採用した場

合（昇進競争など）にも発生する。しかし，企業の評価制度において，こう

した不均質コンテストの問題を解決することは難しい。この理由は，企業の

評価制度では手続的公正（Greenberg 1987）を確保しなければ，その制度

は従業員にとって受け入れにくいものとなるからである。例えば，不均質コ

ンテストの解決策としてハンディキャップ（Lazer & Rosen 1981）や差別的

報酬（Ishiguro 2001）が提案されているものの，こうした同じ評価制度のな

かで異なる取り扱いをするという手法は，企業内では受容されにくい。

企業内の評価制度において，手続的公正を確保しつつ，不均質コンテスト

の問題を解決する手段はないのだろうか。このような手段の一つとして，上

司による追加モニタリングが提案されている（小笠原ほか 2021）。この提案

では，第三者である上司にモニタリングの権限を与えておき，一定水準以上

（以下）の努力をしていることを上司が観察した場合に，追加で報酬（ペナ

ルティ）を与えるというものである。この提案の重要な点は， 1人分のモニ

タリングコストを負担することで， 2人分の努力を引き出せることにある。

小笠原ほか（2021）では，トーナメント制度においてトーナメント参加者が

努力水準を選択でき，上司が一定水準以上の努力を選択しているか観察でき

るという状況を想定している。この状況において，特定の条件を満たせば，

能力の低い参加者のみモニタリングを実施することで，両参加者から一定水

準の努力を引き出せることが理論的に示されている。また，小笠原ほか

（2023）では，この理論を実験室実験で検証している。この実験では，理論

で示された特定の条件を実験上の報酬ポイントで再現しており，仮説を支持
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する結果が得られている。

このように特定の条件下において，追加モニタリングは不均質コンテスト

の問題を改善することができる。しかし，小笠原ほか（2021）で示されてい

る特定の条件が，現実にどの程度厳しいものかに関して十分に議論されてい

ない。そのため，追加モニタリングが不均質コンテストを解決するという当

該理論の適用範囲がどこまでかという論点が不明確なままである。そこで，

本論文では，現実にどのような評価制度であれば，この条件を満たすことが

可能であるかについて議論する。

この研究目的を達成するための第一歩として，本論文では小笠原ほか

（2021）で示された理論モデルを拡張し，その条件の詳細について確認する。

具体的には，小笠原ほか（2021）においては，トーナメント参加者の選択で

きる努力水準が低・中・高の 3段階と設定されていた。この点に関して，本

論文では努力水準を n段階に拡張して分析を行う。 3段階の努力水準は，

トーナメント参加者および上司による追加モニタリングの関係を分析するう

えで，最低限必要な段階数である。このような最低限のモデル設定は，モデ

ル全体の見通しをよくするものの，努力を測定する目盛りが粗くなることで，

モデルにおける解釈の余地が広くなってしまうという問題もある。

本論文では，この努力を測定する目盛りを細かくとることで，追加モニタ

リングが不均質コンテストを解決する条件を明示する。なお，この目盛りを

細かくとるという点に関して，小笠原ほか（2021）には，努力水準を n段

階に設定した場合においても，追加モニタリングが不均質コンテストを解決

できる均衡が存在するとの記載がある。しかし，その条件については明示さ

れていない。この目盛りを細かくした拡張モデルにおいて，追加モニタリン

グが不均質コンテストを解決できる均衡条件を明示し，この条件を達成しう

る現実の評価制度との整合性について検討することが本論文の研究目的であ

る。
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本論文の構成は下記の通りである。第 2節では，本論文が立脚する小笠原

ほか（2021）の理論モデルをもとに，追加モニタリングが不均質コンテスト

を解決できる十分条件について，その詳細を論じる。第 3節では，このモデ

ルにおける努力水準を n段階に拡張した分析を行い，拡張前のモデルとの

条件の比較を行う。第 4節では，本研究で示した条件を満たす，現実の制度

との整合性について議論し，第 5節では，本研究の結論について述べる。

2．先行研究

トーナメント参加者の能力に差がある場合，不均質コンテストの問題が発

生する（Lazear and Rosen 1981）。以下では，トーナメント参加者のうち，

能力の高い参加者を「強者」，能力の低い参加者を「弱者」と呼ぶことにす

る。小笠原ほか（2021）では，第三者である上司にモニタリングの権限を与

えることで，不均質コンテストを解消できることを理論的に示している。た

だし，上司にモニタリングの権限を与えることで，不均質コンテストを解消

するためには，いくつかの条件が必要となる。このような条件として，①非

対称トーナメント条件，②弱者のインセンティブ条件，③モニタリングコス

ト条件の 3つが挙げられている（小笠原ほか 2021）。以下では，小笠原ほか

（2021）および，このモデルを検証した小笠原ほか（2023）にもとづき，こ

れら 3つの条件について説明する。

まず，①非対称トーナメント条件は，トーナメント報酬が強者の努力は引

き出せるものの，弱者の努力を引き出せないという条件である。この条件は，

強者の努力コストは低く，反対に弱者の努力コストは高いという想定にもと

づくものであり，トーナメント報酬が両者にとって非対称なインセンティブ

を提供することを意味している。この条件のもとで，トーナメント報酬は強

者にとって割に合うものの，弱者にとっては割に合わない水準に設定される。

この条件が成立することで，弱者はトーナメントに勝利したとしても，その
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報酬は努力コストに見合うものではないため，努力をしないという選択が最

適となる。一方，強者はトーナメントの対戦相手である弱者が努力をしない

ため，自身の努力水準が低くともトーナメントに勝利できる。それゆえ，努

力をするインセンティブが存在しないため，強者にとっても，努力をしない

という選択が最適となる。このような意思決定の相互作用の結果，不均質コ

ンテストが発生する。

次に，②弱者のインセンティブ条件は，上司のモニタリングによる報酬

（もしくは，ペナルティ）が，弱者から努力を引き出せるほど十分に大きい

という条件である。この条件が成立すると，弱者にとっては，上司のモニタ

リングによる報酬（もしくは，ペナルティ）から得られるインセンティブが

十分に大きいため，一定水準以上の努力をすることになる。一方，弱者が一

定水準以上の努力をするのであれば，強者はトーナメントに勝利できる水準

にまで，努力水準を引き上げざるを得ない。この結果，弱者のみモニタリン

グすることで，強者と弱者の両方から一定水準以上の努力を引き出せる。

最後に，③モニタリングコスト条件は，モニタリングを実施する上司に関

する条件である。追加モニタリングを実施することで，トーナメント参加者

から一定水準以上の努力を引き出せるとしても，そのコストが高いのであれ

ば，上司にとってモニタリングの実施は合理的な選択ではない。モニタリン

グコスト条件は，モニタリングすることで引き出せる両者の努力水準から得

られる（上司にとっての）便益が，その測定コストよりも大きいという条件

である。この条件が成立すれば，上司はモニタリングを実施し，強者と弱者

の両方から努力を引き出すことが合理的となる。

上記 3つの条件が，小笠原ほか（2021）で理論的に示された追加モニタリ

ングが不均質コンテストを解消するために必要な条件である。これらの条件

が成立すれば，上司が弱者のみモニタリングを実施し，両トーナメント参加

者から努力を引き出すことが一意の均衡となる。本論文では，努力水準を n
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段階に拡張したモデルにおいて，これら 3つの条件がどのようになるか明示

し，現実の制度との整合性を議論することが目的である。

3．モデル

3．1．努力水準が n段階のモデル

プレイヤーが 3 人 (i=0, 1, 2) のゲームを考える。プレイヤーのうち評価

者が 1人 (i=0)，被評価者は 2 人 (i=1, 2) である。ゲームの手番は，まず

評価者が被評価者 (i=1, 2) をモニタリングするかどうか決定，次に被評価

者が同時に努力水準を決定する，という手順で行われる。なお，被評価者の

努力水準は n段階 ei={1, . . . , n} とし，プレイヤー 1 (i=1) を強者，プレ

イヤー 2 (i=2) を弱者と呼ぶことにする。

ゲームのタイミングを前提とすると，まず評価者が被評価者をモニタリン

グするかどうか決定する。モニタリングをする場合を 1，モニタリングをし

ない場合を 0とし，評価者の行動空間を (m1, m2)∈{0, 1}*{0, 1} と定義す

る。なお，mi=1 はプレイヤー i(=1, 2) のモニタリングを評価者が実行す

ることを意味している。評価者は，トーナメント結果とは別に，モニタリン

グ結果を踏まえた評価を行うこととし，この評価者による追加評価 Ai(mi,

ei) を次のように設定する。なお，評価者の行動は被評価者にとって観察可

能であり，追加評価 Ai(mi, ei) は立証可能なものとする。

Ai=PNNA
mi=1 かつ ei≧n のとき

mi=1 かつ ei<n のとき

mi=0 のとき

（ 1 ）

（ 1）式のように，このモデルでは評価者は被評価者の行動を観察したとし

ても，被評価者の行動を部分的にしか観察できない。（ 1 ）式の設定では，評

価者は被評価者の努力水準が ei≧n であることしか分からず，具体的にどの

水準の努力を選択したのかまでは判断できない。また，評価者が努力水準を
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観察するにはモニタリングコスト ö(m1, m2) が発生する。モニタリングコ

スト öは，ö(0, 0)<ö(0, 1)=ö(1, 0)<ö(1, 1) を満たすと仮定しよう。

次に，被評価者 (i=1, 2) が ei={1, . . . , n} の n段階の努力水準から行動

を決定する。努力コストは，ci(1)<…<ci(n) を満たし，かつ逓増とする。

被評価者にはトーナメントの結果 Ti(e1, e2)={Win, Lose} に応じて，トー

ナメント報酬 Bi(Ti) が支払われる。被評価者の能力は非対称であり，トー

ナメント結果は（ 2）式および（ 3）式のように与えられる。

T1=WinLose e1≧e2 のとき

e1<e2 のとき
（ 2 ）

T2=WinLose e1<e2 のとき

e1≧e2 のとき
（ 3 ）

すなわち，両プレイヤーが同じ努力水準を選択した場合は，強者 (i=1)

がトーナメントに勝利する。弱者 (i=2) がトーナメントに勝利するために

は，強者よりも厳密に高い水準の努力を選択しなければならない。

トーナメント報酬 Bi(Ti) はトーナメント結果にもとづいて（ 4 ）式のよう

に決定される。

Bi=b0 Ti=Win のとき

Ti=Lose のとき
（ 4 ）

被評価者 (i=1, 2) がボーナスとは別で得られるモニタリングによる報酬

（もしくは，ペナルティ）を Ki(Ai) とする。Ki(Ai) は（ 5 ）式を満たすとす

る。なお，数式の表記が複雑になるのをさけるため，Ki(NA)=0 としてお

く。

Ki(N)<Ki(NA)=0<Ki(P) （ 5 ）

被評価者の効用 ui はトーナメント結果によるボーナス Bi，モニタリング

による報酬（もしくは，ペナルティ）Ki 及び努力にかかるコスト ci により，

次のように決定される。
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ui=Bi(Ti)+Ki(Ai)-ci(ei) （ 6 ）

また，評価者の効用関数 Vは，次のように定義する。

V=v(e1, e2)-ö(m1, m2) （ 7 ）

v(e1, e2) は，被評価者が努力することにより評価者が得られる利得である。

また，v(1, 1)<v(1, 2)<v(2, 1)<v(2, 2)<v(2, 3)<…<v(n, n-1)<v(n, n)

を満たすと仮定する。すなわち，トーナメント参加者のうち両者の努力を引

き出すことが評価者にとっては望ましいが，一人しか努力を引き出せない場

合は強者の努力を引き出すことが望ましい。

本論文で比較を試みる①非対称トーナメント条件，および②弱者のインセ

ンティブ条件について，小笠原ほか（2021）にもとづき設定する。なお，ま

ずは本論文の設定のもとで，追加モニタリングが不均質コンテストを解決す

る均衡が達成されるかを確認したのちに，これらの条件の比較および検討を

行う。

まず，①非対称トーナメント条件を（ 8）式で定義する。

b > c1(n)-c1(1)

b < c2(2)-c2(1)
（ 8 ）

次に，②弱者のインセンティブ条件を（ 9）式で定義する。

K2(P)-K2(N)>c2(n)-c2(1) （ 9 ）

上記の設定のもとで，次の定理１が成立する。

定理 1．非対称トーナメント条件，弱者のインセンティブ条件が成立し，評

価者の行動 (m1, m2)=(0, 1) を所与とした場合，被評価者の最適戦略は (e1,

e2)=(n, n) となる。

（証明開始）

Step 1．e2=n が弱者の支配戦略であることを示す。
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① e2<n は e2=n に支配される。

弱者が e2<n となるような e~2 を選択した場合，評価者による弱者へ

の追加評価は A2(1, e~2)=N となる。この場合，いかなる e~2 を選択した

としても，e2=n の利得 K2(P)-c2(n) を上回ることができず，e2<n は

e2=n に支配される。以下では，２つの状況に場合分けをして証明する。

＜①�1：強者の戦略が e1≧e~2 の場合＞

e1≧e~2 より，弱者はトーナメントに勝利することができず，トーナメ

ント報酬 bを受け取ることができない。したがって，弱者の利得は K2

(N)-c2(e~2) となる。しかし，弱者のインセンティブ条件より（10）式が

成立するため，このケースでは e2<n は e2=n に支配される。

K2(P)-K2(N)>c2(n)-c2(1)

⇒ K2(P)-K2(N)>c2(n)-c2(e~2)

⇔ K2(P)-c2(n)>K2(N)-c2(e~2)

(10)

＜①�2：強者の戦略が e1<e~2 の場合＞

e1<e~2 より，弱者はトーナメントに勝利し，トーナメント報酬 bを受

け取ることができる。トーナメントに勝利できる e~2 のなかで，もっと

も努力コストを節約できる水準が弱者にとっては望ましい。このように

ギリギリでトーナメントに勝利できる水準の e~2 を e~2* としよう。しか

し，非対称トーナメント条件より，このような e~2* について下式が成立

する。

b<c2(2)-c2(1)

⇒ b<c2(e~2*)-c2(e~2*-1)

⇔ b-c2(e~2*)<-c2(e~2*-1)

⇔ b+K2(N)-c2(e~2*)<K2(N)-c2(e~2*-1)

すなわち，トーナメントに勝利するよりも，努力水準を１段階引き下
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げて努力コストを節約する方が弱者にとっては望ましい。しかし，（10）

式より下式が成立するため，このケースでも e2<n は e2=n に支配され

る。

b+K2(N)-c2(e~2*)<K2(N)-c2(e~2*-1)<K2(P)-c2(n)

② e2>n は e2=n に支配される。

弱者が e2>n となるような ê2 を選択した場合，評価者による弱者へ

の追加評価は A2(1, e~2)=P となる。この場合，いかなる ê2 を選択した

としても，e2=n の利得 K2(P)-c2(n) を上回ることができず，e2>n は

e2=n に支配される。以下でも，２つの状況に場合分けをして証明する。

＜②�1：強者の戦略が e1≧ê2 の場合＞

e1≧ê2 より，弱者はトーナメントに勝利することができず，トーナメ

ント報酬 bを受け取ることができない。したがって，弱者の利得は

K2(P)-c2(ê2) となる。このケースでは明らかに努力コストをもっとも

節約できる e2=n の方が利得は高い。

＜②�2：強者の戦略が e1<ê2 の場合＞

e1<ê2 より，弱者はトーナメントに勝利することができ，トーナメン

ト報酬 bを受け取ることができる。トーナメントに勝利できる ê2 のな

かで，もっとも努力コストを節約できる水準が弱者にとっては望ましい。

このようにギリギリでトーナメントに勝利できる水準の ê2 を ê2* とし

よう。しかし，非対称トーナメント条件より，このような ê2* について

下式が成立する。

b<c2(2)-c2(1)

⇒ b<c2(ê2*)-c2(ê2*-1)

⇔ b-c2(ê2*)<-c2(ê2*-1)
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⇔ b+K2(P)-c2(ê2*)<K2(P)-c2(ê2*-1)

すなわち，トーナメントに勝利するよりも，努力水準を１段階引き下

げて努力コストを節約する方が弱者にとっては望ましい。しかし，②�2

よりトーナメントに敗北する任意の e2=ê2*-1(>n) は e2=n に支配さ

れる。

Step 2．e2=n を所与とした場合の，強者の最適戦略を考える。

評価者の行動 (m1, m2)=(0, 1) は所与であるため，強者への追加評価は

Ki(NA)=0 である。したがって，e2=n を所与としたときの強者の最適戦略

を考えるには，（12）式の大小関係を比較すればよい。

u1(e1, n)=B1(T1(e1, n))-c1(e1) （12）

（A）T1=Win となる水準 (e1≧n) における強者の最適行動

T1=Win となる水準 (e1≧n) では，弱者に勝利することができる最

低水準まで努力を引き下げること，すなわち e1=n が最適戦略とな

る。

（B）T1=Lose となる水準 (e1<n) における強者の最適行動

T1=Lose となる水準 (e1<n) では，トーナメント報酬を受け取る

ことができないため，努力コストをもっとも節約できる e1=1 が最

適となる。

（C）（A）と（B）の比較

非対称トーナメント条件より，下式が成立するため，e1=M が最適

戦略となる。

b > c1(n)-c2(1)

⇒ b > c1(n)-c2(1)

⇔ b-c1(n) < -c1(1)

（証明終了）
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定理１は，評価者が弱者のモニタリングをするという行動を所与としたと

き，トーナメント参加者（強者および弱者）にとって，モニタリングによっ

て観察される水準 (ei=n) までの努力を引き上げることが最適戦略となるこ

とを示している。したがって， 1人（弱者）のみをモニタリングすることに

よって，２人分（強者および弱者）の努力を引き出すことができ，追加モニ

タリングにより不均質コンテストを（一定水準までは）解消できることを意

味する。以下では，この弱者のみをモニタリングするという行動が，評価者

にとっても最適となるかを検証する。まずは，次の補題１が成立することを

確認する。

補題 1．非対称トーナメント条件，弱者のインセンティブ条件が成立してい

るとき，評価者の行動 (m1, m2)=(1, 0) は，評価者の最適戦略でない。

（証明開始）

評価者の行動 (m1, m2)=(1, 0) を所与としたときの，トーナメント参加者

の最適戦略を考える。

まず，弱者の最適戦略を考えよう。評価者の行動 (m1, m2)=(1, 0) を所与

とすると，弱者に対してモニタリングが実施されないことになる。そのため，

任意の努力水準について，K2=0 が成立し，弱者の利得関数は ui=B2(T2)-

c2(e2) となる。しかし，e2>1 となる任意の努力水準 (e2=n†) について，非

対称トーナメント条件より下記の不等式が成立するため，e2=1 が最適戦略

となる。

b<c2(2)-c2(1)

⇒ b<c2(n†)-c2(1)

⇔ b-c2(n†)<-c2(1)
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次に，評価者の行動 (m1, m2)=(1, 0) および弱者の行動 (e2=1) を所与と

したときの，強者の行動を考える。証明に必要な点として，e1>n は強者に

とって最適戦略ではないことを確認しよう。弱者の努力水準は e2=1 が所与

であるため，e1>n を満たすどの努力水準でも強者はトーナメントに勝利す

ることができる。くわえて，e1>n を満たす努力水準では，上司による追加

モニタリングはすべて A1=P となるため，追加モニタリングによる報酬 (K1

>0) も一定である。すなわち，強者は n 以上の努力水準を選択することで

得られる報酬が存在しない。一方で，努力水準を低めると努力コストを節約

することができる。ゆえに，e1>n は強者にとって最適戦略ではない。この

議論より，追加モニタリングで引き出せる強者の努力水準の最大値が e1=n

となる。

最後に，評価者の最適戦略を考える。(m1, m2)=(1, 0) を所与としたとき，

弱者の最適戦略は e2=1 であり，強者から引き出せる努力水準は最大で e1=

n である。すなわち， 1人分のモニタリングコスト (ö(1, 0)) をかけたとし

ても，トーナメント参加者から引き出せる努力水準は (e1, e2)=(1, n) であ

る。定理１より，同じ 1人分のモニタリングコスト (ö(0, 1)=ö(1, 0)) でも，

弱者のみをモニタリングすることで (e1, e2)=(n, n) が引き出せるため，下

記の不等式が成立する。

v(1, n)-ö(1, 0)<v(n, n)-ö(0, 1)

ゆえに，評価者の行動 (m1, m2)=(1, 0) は最適戦略でない。

（証明終了）

補題１では，評価者にとって強者のみをモニタリングすることが最適な意

思決定にならないことを示している。強者をモニタリングした場合，強者の

努力を引き出すことはできるかもしれないが，弱者の努力を引き出すことが

できない。一方で，定理１より，弱者のみモニタリングすれば，両者の努力
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を引き出せることがわかっている。それゆえ， 1人分のモニタリングコスト

をかけるのであれば，弱者のみをモニタリングすることが効率的である。同

様の論理で，下記の補題２が成立する。

補題 2．非対称トーナメント条件，弱者のインセンティブ条件が成立してい

るとき，評価者の行動 (m1, m2)=(1, 1) は，評価者の最適戦略でない。

（証明開始）

評価者の行動 (m1, m2)=(1, 1) を所与としたとき，補題１における強者か

ら引き出せる努力水準の最大値に関する検討から，強者および弱者から引き

出せる努力水準の最大値は ei=n である。

しかし，定理 1より 1人分のモニタリングコストをかけることで，両者か

ら ei=n の努力水準を引き出すことができる。この議論とモニタリングコス

トに関する条件より，下記の不等式が成立する。

v(n, n)-ö(1, 1)<v(n, n)-ö(0, 1)

ゆえに，評価者の行動 (m1, m2)=(1, 1) は最適戦略でない。

（証明終了）

補題１および補題２より，評価者にとっての最適戦略は弱者のみモニタリ

ングする ((m1, m2)=(0, 1)) もしくは，モニタリングしない ((m1, m2)=(0,

0)) の二択となる。評価者にとって，どちらが望ましいかは， 1人分のモニ

タリングコストと 2人分の努力を引き出す便益との比較にもとづき決定され

る。したがって，（13）式に示すモニタリングコスト条件が成立するとき，定

理 2が成立する。

v(n, n)-v(1, 1)>ö(1, 1) （13）
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定理 2．非対称トーナメント条件，弱者のインセンティブ条件，モニタリン

グコスト条件が成立しているとき，((m1, m2), e1, e2)=((0, 1), n, n) が一意

の部分ゲーム完全均衡である。

したがって，小笠原ほか（2021）でも示唆されているように，努力水準を

n段階に拡張した場合においても，追加モニタリングによる不均質コンテス

トの解決という均衡は達成される。なお，ここまでの議論を明確にするため，

本論文におけるモデルの利得表を付録に記載した。

3．2．小笠原ほか（2021）と本論文の条件比較

小笠原ほか（2021）で示されている努力水準が 3段階のモデルと，本論文

で示した努力水準が n段階のモデルにおいて，追加モニタリングが不均質

コンテストを解決できる均衡（本論文における定理 2）の条件を比較する。

各モデルにおける条件を，表 1に示した。

表 1．条件の比較

小笠原ほか（2021） 本論文

① 非対称トーナメント条件
b > c1(3)-c1(1)
b < c2(2)-c2(1)

b > c1(n)-c1(1)
b < c2(2)-c2(1)

② 弱者のインセンティブ条件
K2(P)-K2(N)

>c2(2)-c2(1)
K2(P)-K2(N)

>c2(n)-c2(1)

③ モニタリングコスト条件 v(2, 2)-v(1, 1)>ö(0, 1) v(n, n)-v(1, 1)>ö(0, 1)

比較の観点から，小笠原ほか（2021）の努力水準をそれぞれ，H=3, M=2, L=1 と置き

換えて表示している。また，上司の追加評価結果についても (Possitive=P, Negative=N)
と置き換えて表示した。

まず，①非対称トーナメント条件は，トーナメント報酬が強者 (i=1) か

らは努力水準の最大値 (e1=n) を引き出せるものの，弱者 (i=2) からは少

しの努力 (e2=2) も引き出せない水準に設定されていることを意味する。両

者は努力コストが異なり，強者の方が努力コストは低いとみなされることが
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一般的ではあるものの，この条件を厳密に満たすことは現実的に考えてかな

り厳しい。この点は，小笠原ほか（2021）のモデルで設定されている 3段階

の努力水準では，この努力を測る目盛りが荒いために，「強者から高い水準

の努力 (e1=3) を引き出せるものの，弱者 (i=2) からは中程度の努力 (e2=

2) を引き出せない水準」という条件になっていた。それゆえ，本研究のモ

デルにおいて，はじめて明確にはなった点といえる。

ただし，この非対称トーナメント条件に関しては，その条件を緩められる

可能性がある。なぜなら，トーナメント報酬が弱者の努力を (e2≧2) の水準

で引き出すことができるとしても，報酬額が十分に高い限り強者はトーナメ

ントに勝利するため，弱者と同じ水準まで努力水準を高めることになる。

トーナメントに勝利できるならば，努力コストの観点からそれ以上努力水準

を高める必要はない。結果として，強者にとっては弱者に勝利できる最低水

準の努力を選択したいというインセンティブがある。一方，弱者にとっては，

こうした強者の戦略を予測するため，トーナメントに勝利できないならば，

最低水準の努力を選択して，努力コストを一切かけないことが最適となり得

る。このような条件では，強者と弱者の読み合いが発生するため，計算およ

び証明は複雑になるものの，条件を緩めて，より現実に整合的なモデルを提

示できる可能性がある。小笠原ほか（2021）および本研究で示した条件は，

追加モニタリングが不均質コンテストを解決できる状況の十分条件を示した

にすぎず，このようなモデルの拡張を行うことで，不用に厳しい仮定を排除

することが期待される。

次に，②弱者のインセンティブ条件については，モニタリングによる報酬

（もしくは，ペナルティ）が，モニタリングできる水準までの努力 (e1=n)

を引き出せるという条件を示している。実際に，どの水準までの努力がモニ

タリングできるかは業種や業務内容など様々な要因によって左右されるだろ

う。本研究のモデルでは，この水準をあらかじめ与えられた外生的なものと
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捉えているが，設備投資などによってこの水準自体を変更することも考えら

れる。いずれにせよ，モニタリングできる水準までの努力を弱者から引き出

せることが，この条件の示すところである。これは，前述した非対称トーナ

メント条件と合わせて考える必要があるため，次節で詳しく検討する。

最後に，③モニタリングコスト条件については，追加モニタリングが不均

質コンテストを解消できることを所与とした場合に，その解決をすることが

評価者にとって合理的かどうかを判定する条件といえる。追加モニタリング

が不均質コンテストを解決できるとしても，そのモニタリングコストが高い

（もしくは，努力水準を引き出すことから得られる便益が低い）のであれば，

（少なくとも，評価者にとっては）解決しない方がよい。不均質コンテスト

が努力水準を引き出せないとしても，追加モニタリングを導入するべきかど

うかは，こうした便益と費用を比較して決定されるべきである。

4．議論

本節では，前節の表 1で示した 3つの条件をもとに，追加モニタリングが

不均質コンテストを解決できる現実的なセッティングとの整合性について検

討を行う。

4．1．非対称トーナメント条件および弱者のインセンティブ条件

まず，トーナメント報酬では弱者の努力を全く引き出せないものの，モニ

タリングによる報酬（もしくは，ペナルティ）では弱者の努力を一定水準ま

で引き出せるというアンバランスなインセンティブをもたらす状況について

検討する。前節において，非対称トーナメント条件が緩められる可能性につ

いて言及したものの，それは極端な水準を仮定する必要がないという話にす

ぎない。トーナメント報酬とモニタリングによる報酬（もしくは，ペナル

ティ）に，こうしたアンバランスさが生じない限り，不均質コンテストの問
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題をモニタリングが解決することはない。このアンバランスな条件と現実の

制度との整合性を検討してみよう。

1つの解釈としては，トーナメント報酬は支払いが 1回限りの報酬（ex.

ボーナスなど），モニタリングによる報酬は支払いが長期にわたる報酬（ex.

昇進，解雇など）として，モデルを捉えることである。昇進，昇給，降格，

解雇などで報酬（もしくは，ペナルティ）を与える手段は，その影響が長期

にわたるため結果的に，その報酬（もしくは，ペナルティ）の金額が大きく

なりやすい。そのため，トーナメントの勝敗にはボーナスを，モニタリング

の報酬（もしくは，ペナルティ）にはこれらの手段による報酬を紐づけるこ

とで，不均質コンテストの問題を緩和しつつ，トーナメント制度を運用でき

る可能性がある。具体的には，トーナメントに勝利した場合にはボーナスを

獲得でき，一方，モニタリングで一定水準以上の努力が選択されていた（も

しくは，選択されていなかった）場合には，トーナメントの勝敗によらず定

期昇給を認める（もしくは，認めない）といった制度であれば，表 1に示し

た条件を十分に満たす可能性があるだろう。本研究で示した理論は，こうし

た人事制度を不均質コンテストの解消といった側面から説明している。

また，プロスペクト理論を前提にすれば，人間は利得よりも，同額の損失

の方を大きく捉える傾向がある（Kahneman & Tversky 1979）。モニタリン

グによるインセンティブは，トーナメント報酬では引き出せない弱者の努力

を引き出すほど大きくなければならない。そのため，プロスペクト理論を前

提とすれば，報酬よりも降格や解雇といったペナルティの方が，弱者のイン

センティブ条件を満たしやすい可能性がある。すなわち，トーナメント結果

によらず，モニタリングが実施され一定水準以下の努力が選択されていな

かった場合に，降格や解雇を行うという制度である。例えば，昇進やボーナ

スは成果に関する相対評価などトーナメントに近い報酬体系でありながら，

勤務態度など従業員の行動を直接モニタリングすることが前提となる評価に

企業の評価制度における不均質コンテストの改善（小笠原亨）

46



よって定期昇給の停止や降格，解雇などの決定がなされている場合などが，

これに該当する。本研究の理論はこうした人事制度の運用についても，その

合理性の一部を説明している。

4．2．モニタリングコスト条件

弱者のみをモニタリングすることで，強者と弱者の努力を引き出せるとし

ても，それが企業全体にとって割に合わないのであれば，業績評価制度とし

ては採用されないであろう。これを示した条件がモニタリングコスト条件で

ある。表 1によれば，不均質コンテストの改善が割に合うかどうかの判断は，

モニタリングできる水準およびモニタリングコストという 2つの要因に依存

している。本研究のモデルでは，モニタリングできる水準に関して 1つの水

準のみを観察可能としている。この設定の妥当性を，前項の議論とあわせて

考えると，この水準を下回った場合に降格や解雇が実施される最低限の許容

水準とも解釈できるだろう。

注意すべき点として，モニタリングできる水準が一定であったとしても，

もう一方のモニタリングコストの方が，状況によって変化しうる点である。

例えば，新型コロナウイルスの感染拡大が進んだ結果，一部の企業ではリ

モートワークが普及した（布施・椎葉 2022）。リモートワークが実施されれ

ば，それまでオフィス内で被評価者の行動を直接目視できた状況と比べて，

被評価者がどのような行動をしているか観察しづらくなる。実際，こうした

評価者と被評価者の物理的な距離は，モニタリングコストを増加させ，その

評価に影響を与える（Bol 2011）。そのため，リモートワークによりモニタ

リングコストが増加するのであれば，そもそもモニタリングすること自体が

割に合わなくなり（場合によっては，不可能となり），モニタリングでは不

均質コンテストを改善できなくなる可能性もある。
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5．結論

本研究では，小笠原ほか（2021）のモデルを拡張し，現実の評価制度への

適用範囲について検討した。モデル分析の結果，追加モニタリングにより不

均質コンテストを解消するためには，トーナメント報酬で少しの努力も引き

出せない弱者の行動を，モニタリングによる報酬（もしくは，ペナルティ）

で引き出すという現実的にかなり厳しいアンバランスな業績評価制度が採用

されなければならないことがわかった。

この条件をボーナスなど一回限りの報酬で満たすことは難しい。そのため，

トーナメント報酬はボーナスで運用しつつ，モニタリングについては，昇進

や解雇など長期にわたって影響がでるような手段と，ヒューリスティクスの

観点から忌避されやすいペナルティを組み合わせることが現実的な運用手段

となる可能性がある。裏を返せば，こうした評価制度が現実に運用されてい

る状況を，本研究で提示した理論モデルは，その原理について不均質コンテ

ストの改善から，その一側面を理論的に説明していることになる。
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